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前 

【製造業の許可】の Point！  

  手続き 申請先  

医薬品 

（体外診断用を除く） 

区分に従い 

製造所ごと 

許可（５年間） 

(国外：認定） 

厚生労働大臣 

(局長・知事に委任) 
 

医薬部外品 

化粧品 

再生医療等製品 

体外診断用医薬品 区分に従い 

製造所ごと 
登録（５年間） 

厚生労働大臣 

（知事に委任） 
 

医療機器 

薬局製造販売医薬品 
製造所（薬

局）ごと 
許可（６年間） 

都道府県知事 

（市長・区長） 

 

 

 

後 

【製造業の許可】の Point！  

  手続き 申請先  

医薬品 

（体外診断用を除く） 

区分に従い 

製造所ごと 

許可（５年間） 

(国外：認定） 

厚生労働大臣 

(局長・知事に委任) 
 

医薬部外品 

化粧品 

再生医療等製品 

体外診断用医薬品 

製造所ごと 登録（５年間） 
厚生労働大臣 

（知事に委任） 
 

医療機器 

薬局製造販売医薬品 
製造所（薬

局）ごと 
許可（６年間） 

都道府県知事 

（市長・区長） 

 

 

 

 

 

 

              ※     又は   が訂正箇所になります。 前：訂正前 後：訂正後 
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